
資料４９－２ 

クールＥＭＳの提供に関する国際郵便約款の変更の認

可について

（諮問第１１４４号） 
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別紙 

 

審査結果 

 
郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」という。）の規定に適合したものと認め

られることから、これを認可することが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に定

められていること 

（法第６８条第２項第１号） 

  

 イ この法律又はこの法律に基づ

く総務省令の規定により郵便約

款で定めることとされている事

項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物にも、通常のＥＭＳ郵便物

に関する規定と同じ規定が適用されるため、

従前と同じ。 

 ロ 郵便物の引受け、配達、転送

及び還付並びに送達日数に関す

る事項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物の引受けについては、原

則、通常のＥＭＳ郵便物に関する規定と同じ

規定が適用されるとともに、一部の技術的な

利用条件については、日本郵便株式会社が明

示的に別に定めることとしており、適当と認

められる（なお、外国来のＥＭＳ郵便物の保

冷扱いは提供されていないため、配達及び転

送については規定不要）。保冷ＥＭＳ郵便物

の還付及び送達日数に関する事項について

は適正かつ明確に定められており、適当と認

められる。 

 ハ 郵便に関する料金の収受に関

する事項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物にも、通常のＥＭＳ郵便物

に関する規定と同じ規定が適用されるため、

従前と同じ。 

 ニ その他会社の責任に関する事

項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物にも、通常のＥＭＳ郵便物

に関する規定と同じ規定が適用されるため、

従前と同じ。 

特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと 

（法第６８条第２項第２号） 

適 本サービスは、特定の者に対して不当な差別

的取扱いをするものではないので、適当と認

められる。 
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国
際
郵
便
約
款
新
旧
対
照
表
 

※
下
線
部
分
は
改
正
部
分
 

現
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
 
正
 

国
際
郵
便
約
款
 

  
（
略
）
 

 

（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
）
 

第
３
８
条
 
（
略
）
 

２
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
取
扱
い
を
行
う
国
、
郵
送
が
認
め
ら
れ
な
い
物
品
、
郵
便
物
の
大
き
さ
、
重
量
そ
の
他
の
利
用
条
件
に
つ
い
て
は
、

第
１
１
条
（
国
別
の
差
出
条
件
）
に
規
定
す
る
差
出
条
件
に
よ
り
ま
す
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 

（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
配
達
時
間
保
証
扱
い
）
 

第
３
９
条
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
う
ち
、
郵
便
物
を
一
定
の
日
時
ま
で
に
配
達
す
る
扱
い
（
以
下
「
配
達
時
間
保
証
扱
い
」
と
い
い
ま
す
。）

を

行
う
も
の
を
Ｅ
Ｍ
Ｓ
配
達
時
間
保
証
郵
便
物
と
い
い
ま
す
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
配
達
時
間
保
証
郵
便
物
の
差
出
人
に
は
、
そ
の
郵
便
物
の
配
達
結
果
に
関
す
る
通
知
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
差
出
人
が
そ
の

通
知
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

              

  

（
同
右
）
 

国
際
郵
便
約
款
 

 

 
（
略
）
 

 

（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
）
 

第
３
８
条
 
（
略
）
 

２
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
取
扱
い
を
行
う
国
、
郵
送
が
認
め
ら
れ
な
い
物
品
、
郵
便
物
の
大
き
さ
、
重
量
そ
の
他
の
利
用
条
件
に
つ
い
て
は
、

第
１
１
条
（
国
別
の
差
出
条
件
）
及
び
第
４
０
条
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
利
用
条
件
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 

（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
配
達
時
間
保
証
扱
い
）
 

第
３
９
条
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
う
ち
、
郵
便
物
を
一
定
の
日
時
ま
で
に
配
達
す
る
扱
い
（
以
下
「
配
達
時
間
保
証
扱
い
」
と
い
い
ま
す
。）

を

行
う
も
の
を
配
達
時
間
保
証
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
と
い
い
ま
す
。
 

２
 
（
略
）
 

３
 
配
達
時
間
保
証
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
差
出
人
に
は
、
そ
の
郵
便
物
の
配
達
結
果
に
関
す
る
通
知
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
差
出
人
が
そ
の

通
知
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
保
冷
扱
い
）
 

第
３
９
条
の
２
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
う
ち
、
郵
便
物
を
保
冷
し
た
ま
ま
外
国
の
受
取
人
に
配
達
す
る
扱
い
を
行
う
も
の
を
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便

物
と
い
い
ま
す
。
 

２
 
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
は
、
冷
蔵
し
た
ま
ま
配
達
す
る
扱
い
（
以
下
「
冷
蔵
型
保
冷
扱
い
」
と
い
い
ま
す
。）

を
行
う
も
の
と
、
冷
凍
し

た
ま
ま
配
達
す
る
扱
い
（
以
下
「
冷
凍
型
保
冷
扱
い
」
と
い
い
ま
す
。）

を
行
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

３
 
当
社
は
、
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
を
、
一
定
時
間
次
の
区
別
に
従
っ
て
定
め
る
温
度
に
保
つ
た
め
、
当
社
所
定
の
保
冷
容
器
に
納
入
し
て

外
国
宛
て
に
運
送
し
ま
す
。
 

 

区
別
 

温
度
 

ア
 
冷
蔵
型
保
冷
扱
い
を
行
う
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
以
下
「
冷
蔵
型
保
冷
Ｅ
Ｍ

Ｓ
郵
便
物
」
と
い
い
ま
す
。）

 

 
お
お
む
ね
摂
氏
０
度
以
上
１
０
度
以
下
 

イ
 
冷
凍
型
保
冷
扱
い
を
行
う
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
以
下
「
冷
凍
型
保
冷
Ｅ
Ｍ

Ｓ
郵
便
物
」
と
い
い
ま
す
。）

 

 
お
お
む
ね
摂
氏
零
下
１
５
度
以
下
 

 

（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
利
用
条
件
）
 

第
４
０
条
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
は
、
次
の
条
件
に
よ
り
差
し
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

4



現
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
 
正
 

     ２
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
配
達
時
間
保
証
郵
便
物
を
差
し
出
す
た
め
に
は
、
前
項
(1
)及

び
(2
) に

規
定
す
る
ほ
か
、
当
社
が
別
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
 

   

（
料
金
の
返
還
）
 

第
５
１
条
 
既
に
支
払
わ
れ
た
国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
請
求
期
間
内

に
お
い
て
、
こ
れ
を
支
払
っ
た
者
（
７
の
場
合
に
お
い
て
受
取
人
に
損
害
賠
償
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
受
取
人
）
か
ら
の
請
求
が
あ
っ

た
場
合
に
、
こ
れ
を
返
還
し
ま
す
。
 

 

区
 
 
別
 

返
還
さ
れ
る
料
金
 

請
求
期
間
 

１
～
４
 
（
略
）
 

（
略
）
 

料
金
を
支
払
っ
た

日
か
ら
１
年
 

５
 
外
国
宛
て
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
つ
い
て
、
Ｅ

Ｍ
Ｓ
の
取
扱
い
を
し
な
か
っ
た
場
合
又
は

Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
取
扱
い
を
し
な
い
の
と
同
様
の

結
果
を
生
じ
た
場
合
（
不
可
抗
力
に
よ
る
場

合
を
除
き
ま
す
。）

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
料
金
（
そ
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物

が
、
料
金
割
引
の
適
用
に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割
り

引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の
合

計
額
又
は
総
計
額
を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、
そ

の
郵
便
物
が
料
金
割
引
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

支
払
わ
れ
る
べ
き
料
金
と
し
ま
す
。）

 

 

６
 
外
国
宛
て
Ｅ
Ｍ
Ｓ
配
達
時
間
保
証
郵
便

物
に
つ
い
て
、
配
達
時
間
保
証
扱
い
を
し
な

か
っ
た
場
合
又
は
配
達
時
間
保
証
扱
い
を

し
な
い
の
と
同
様
の
結
果
を
生
じ
た
場
合

（
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。）

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
配
達
時
間
保
証
扱
い
の
料

金
（
そ
の
配
達
時
間
保
証
扱
い
の
料
金
が
、
料
金
割
引
の
適

用
に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割
り
引
か
れ
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の
合
計
額
又
は
総
計
額

を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
郵
便
物
が
料
金

割
引
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
べ
き

料
金
と
し
ま
す
。）

 

(1
) 
当
社
所
定
の
国
際
ス
ピ
ー
ド
郵
便
ラ
ベ
ル
に
差
出
人
及
び
受
取
人
住
所
氏
名
、
そ
の
他
必
要
事
項
を
記
載
し
て
郵
便
物
と
と
も
に
差

し
出
す
こ
と
。
 

(2
) 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
は
、
内
容
品
の
別
に
よ
り
、
当
社
所
定
の
Ｃ
Ｎ
２
２
を
添
付
す
る
か
又
は
名
宛
国
が
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当

社
所
定
の
Ｃ
Ｎ
２
３
を
追
加
し
て
添
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
名
宛
国
ご
と
の
Ｃ
Ｎ
２
２
又
は
Ｃ
Ｎ
２
３
の
必
要
枚
数
そ
の
他
の
添
付

条
件
に
つ
い
て
は
、
第
１
１
条
（
国
別
の
差
出
条
件
）
に
規
定
す
る
差
出
条
件
に
よ
り
ま
す
。
 

２
 
配
達
時
間
保
証
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
を
差
し
出
す
た
め
に
は
、
前
項
(1
)及

び
(2
) に

規
定
す
る
ほ
か
、
当
社
が
別
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
 

３
 
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
を
差
し
出
す
た
め
に
は
、
第
１
項
(1
)及

び
(2
)に

規
定
す
る
ほ
か
、
当
社
が
別
に
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
 

 

（
料
金
の
返
還
）
 

第
５
１
条
 
既
に
支
払
わ
れ
た
国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
請
求
期
間
内

に
お
い
て
、
こ
れ
を
支
払
っ
た
者
（
７
の
場
合
に
お
い
て
受
取
人
に
損
害
賠
償
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
受
取
人
）
か
ら
の
請
求
が
あ
っ

た
場
合
に
、
こ
れ
を
返
還
し
ま
す
。
 

 

区
 
 
別
 

返
還
さ
れ
る
料
金
 

請
求
期
間
 

１
～
４
 
（
略
）
 

（
略
）
 

料
金
を
支
払
っ
た

日
か
ら
１
年
 

５
 
外
国
宛
て
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
つ
い
て
、

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
取
扱
い
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
取
扱
い
を
し

な
い
の
と
同
様
の
結
果
を
生
じ
た
場
合

（
６
の
２
及
び
６
の
３
に
規
定
す
る
場
合

及
び
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
を
除
き
ま

す
。）

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
料
金
（
そ
の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物

が
、
料
金
割
引
の
適
用
に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割
り

引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の
合

計
額
又
は
総
計
額
を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、
そ

の
郵
便
物
が
料
金
割
引
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
支

払
わ
れ
る
べ
き
料
金
と
し
ま
す
。）

 

６
 
外
国
宛
て
配
達
時
間
保
証
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便

物
に
つ
い
て
、
配
達
時
間
保
証
扱
い
を
し

な
か
っ
た
場
合
又
は
配
達
時
間
保
証
扱
い

を
し
な
い
の
と
同
様
の
結
果
を
生
じ
た
場

合
（
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
を
除
き
ま

す
。）

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
配
達
時
間
保
証
扱
い
の
料
金
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行
 

改
 
 
 
 
正
 

 
   

 

 
     

 

７
 
書
留
若
し
く
は
保
険
付
と
す
る
通
常
郵

便
物
、
小
包
郵
便
物
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に

関
し
、
亡
失
又
は
内
容
品
の
全
部
の
盗
取
若

し
く
は
全
面
的
な
損
傷
に
つ
い
て
当
社
が

損
害
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
（
外

国
来
郵
便
物
に
あ
っ
て
は
、
受
取
人
が
郵
便

物
の
不
良
状
態
を
理
由
と
し
て
受
取
り
を

拒
絶
し
た
場
合
も
含
み
ま
す
。）

 

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
郵
便
物
の
料
金
（
そ
の
郵
便
物

が
、
料
金
割
引
の
適
用
に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割
り

引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の
合

計
額
又
は
総
計
額
を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、
そ

の
郵
便
物
が
料
金
割
引
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

支
払
わ
れ
る
べ
き
料
金
と
し
ま
す
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
あ
っ

て
は
、
国
際
郵
便
に
関
す
る
届
出
料
金
表
第
５
表
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ

郵
便
物
の
料
金
）
第
２
の
１
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
算
出

し
た
額
を
除
き
ま
す
。）
。
８
か
ら
１
１
ま
で
に
つ
い
て
も
同

様
と
し
ま
す
。）
、
特
殊
取
扱
の
料
金
（
書
留
と
す
る
郵
便
物

に
あ
っ
て
は
書
留
料
を
、
保
険
付
と
す
る
郵
便
物
に
あ
っ
て

は
保
険
料
を
除
い
た
額
と
し
ま
す
。）

及
び
配
達
時
間
保
証

扱
い
の
料
金
 

損
害
賠
償
の
通
知

を
受
け
た
日
か
ら
６

か
月
 

８
～
１
１
 
（
略
）
 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 ２
～
４
 
（
略
）
 

 

（
国
際
郵
便
物
の
送
達
日
数
）
 

第
５
７
条
 
当
社
は
、
外
国
宛
て
航
空
扱
い
と
す
る
通
常
郵
便
物
及
び
小
包
郵
便
物
に
つ
い
て
、
標
準
送
達
日
数
を
公
表
し
ま
す
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

６
の
２
 
冷
蔵
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
つ

い
て
、
冷
蔵
型
保
冷
扱
い
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
冷
蔵
型
保
冷
扱
い
を
し
な
い
の

と
同
様
の
結
果
を
生
じ
た
場
合
（
不
可
抗

力
に
よ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。）

 

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金

（
そ
の
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
が
、
料
金
割
引
の
適
用

に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割
り
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の
合
計
額
又
は
総
計
額
を
上

回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
郵
便
物
が
料
金
割
引

の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
料
金
と

し
ま
す
。）

 

６
の
３
 
冷
凍
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
つ

い
て
、
冷
凍
型
保
冷
扱
い
を
し
な
か
っ
た

場
合
又
は
冷
凍
型
保
冷
扱
い
を
し
な
い
の

と
同
様
の
結
果
を
生
じ
た
場
合
（
不
可
抗

力
に
よ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。）

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金

（
そ
の
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
が
、
料
金
割
引
の
適
用

に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割
り
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る

場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の
合
計
額
又
は
総
計
額
を
上

回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
郵
便
物
が
料
金
割
引

の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
料
金
と

し
ま
す
。）

 

 

７
 
書
留
若
し
く
は
保
険
付
と
す
る
通
常
郵

便
物
、
小
包
郵
便
物
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物

に
関
し
、
亡
失
又
は
内
容
品
の
全
部
の
盗

取
若
し
く
は
全
面
的
な
損
傷
に
つ
い
て
当

社
が
損
害
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
（
外
国
来
郵
便
物
に
あ
っ
て
は
、
受
取

人
が
郵
便
物
の
不
良
状
態
を
理
由
と
し
て

受
取
り
を
拒
絶
し
た
場
合
も
含
み
ま
す
。）
 

 

差
出
し
の
際
に
支
払
わ
れ
た
郵
便
物
の
料
金
（
そ
の
郵
便

物
が
、
料
金
割
引
の
適
用
に
よ
り
合
計
額
又
は
総
計
額
が
割

り
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
支
払
わ
れ
た
料
金
の

合
計
額
又
は
総
計
額
を
上
回
ら
な
い
こ
と
を
限
度
と
し
て
、

そ
の
郵
便
物
が
料
金
割
引
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

支
払
わ
れ
る
べ
き
料
金
と
し
ま
す
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
あ
っ

て
は
、
国
際
郵
便
に
関
す
る
届
出
料
金
表
第
５
表
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ

郵
便
物
の
料
金
）
第
２
の
１
た
だ
し
書
及
び
第
２
の
２
の
２

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
除
き
ま
す
。）
。
８

か
ら
１
１
ま
で
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。）
、
特
殊
取
扱

の
料
金
（
書
留
と
す
る
郵
便
物
に
あ
っ
て
は
書
留
料
を
、
保

険
付
と
す
る
郵
便
物
に
あ
っ
て
は
保
険
料
を
除
い
た
額
と
し

ま
す
。）

及
び
配
達
時
間
保
証
扱
い
の
料
金
 

損
害
賠
償
の
通
知

を
受
け
た
日
か
ら
６

か
月
 

８
～
１
１
 
（
略
）
 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 ２
～
４
 
（
略
）
 

 

（
国
際
郵
便
物
の
送
達
日
数
）
 

第
５
７
条
 
当
社
は
、
外
国
宛
て
航
空
扱
い
と
す
る
通
常
郵
便
物
、
小
包
郵
便
物
及
び
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
つ
い
て
、
標
準
送
達
日
数
を
公
表

し
ま
す
。
 

２
・
３
 
（
略
）
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（
外
国
宛
て
郵
便
物
の
返
還
）
 

第
７
３
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
郵
便
物
が
速
達
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
で
あ
る
と
き
に
は
、
速
達
の
扱
い
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
扱

い
に
よ
り
返
還
し
ま
す
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

   
（
略
）
 

                               

 

（
外
国
宛
て
郵
便
物
の
返
還
）
 

第
７
３
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
郵
便
物
が
速
達
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
で
あ
る
と
き
に
は
、
速
達
の
扱
い
又
は
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便

物
の
扱
い
に
よ
り
返
還
し
ま
す
。
 

３
・
４
 
（
略
）
 

   
（
略
）
 

    
 
 
附
 
則
（
平
成
２
９
年
※
月
※
日
 
20
16
-日

国
際
第
※
※
※
号
）
 

 

（
実
施
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
改
正
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。
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国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
表
 

  
（
略
）
 

 第
５
表
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

第
１
 
適
用
 

１
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
は
、
次
の
区
別
に
よ
る
料
金
を
適
用
し
ま
す
。
 

(1
) 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

(2
) 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
配
達
時
間
保
証
扱
い
の
料
金
 

       

２
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
割
引
 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
配
達
時
間
保
証
郵
便
物
を
含
み
ま
す
。
以
下
こ
の
２
に
お
い
て
同
じ
と
し
ま
す
。）

の
料
金
は
、
次
に

掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
割
引
を
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
(1
)及

び
(2
)の

ア
の
い

ず
れ
も
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
割
引
率
の
い
ず
れ
か
高
い
方
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
み
な
し
ま
す
。
 

(1
) 

同
時
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
の
料
金
割
引
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
（
同
時
に
差
し
出
さ
れ
た
そ
の
郵
便
物
に

対
す
る
第
２
の
１
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
）
の
表
に
規
定
す
る
料
金
の
額
を
合
計
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
こ
の
(1
)に

お

い
て
同
じ
と
し
ま
す
。）

に
、
第
２
の
３
の
(1
)（

同
時
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
の
料
金
割
引
）
の
表
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
を
、
合
計
額
か
ら
割
り
引
き
ま
す
。
 

ア
 
同
時
に
１
０
個
以
上
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
当
社
が
別
に
定
め
る
料
金
支
払
方
法
及
び
差
出
方
法
に
関
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(2
) 

１
か
月
内
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
の
料
金
割
引
 

ア
 
基
本
割
引
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
総
計
額
（
１
か
月
内
に
差
し
出
さ
れ
た
そ
の
郵

便
物
に
対
す
る
第
２
の
１
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
）
の
表
に
規
定
す
る
料
金
の
額
を
合
計
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
こ

の
(2
)に

お
い
て
同
じ
と
し
ま
す
。）

に
第
２
の
３
の
(2
)の

ア
（
基
本
割
引
率
）
の
表
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、

総
計
額
か
ら
割
り
引
き
ま
す
。
 

(ｱ
) 

一
の
事
業
所
に
１
か
月
内
に
５
０
個
以
上
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

国
際
郵
便
に
関
す
る
料
金
表
 

 

 
（
略
）
 

 第
５
表
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

第
１
 
適
用
 

１
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
に
は
、
次
の
区
別
に
よ
る
料
金
を
適
用
し
ま
す
。
 

(1
) 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
(3
)に

掲
げ
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

 

(2
) 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
配
達
時
間
保
証
扱
い
 

(3
) 
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

ア
 
冷
蔵
大
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
別
記
８
の
２
の
表
中
１
の
(1
)に

該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

 

イ
 
冷
蔵
中
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
別
記
８
の
２
の
表
中
１
の
(2
)に

該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

 

ウ
 
冷
蔵
小
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
別
記
８
の
２
の
表
中
１
の
(3
)に

該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

 

エ
 
冷
凍
大
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
別
記
８
の
２
の
表
中
２
の
(1
)に

該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

 

オ
 
冷
凍
中
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
別
記
８
の
２
の
表
中
２
の
(2
)に

該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

 

カ
 
冷
凍
小
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（
別
記
８
の
２
の
表
中
２
の
(3
)に

該
当
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

 

２
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
割
引
 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
割
引
を
し
ま
す
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
(1
)及

び
(2
)の

ア
の
い
ず
れ
も
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
割
引
率
の
い
ず
れ
か
高
い
方
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と

み
な
し
ま
す
。
 

(1
) 

同
時
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
の
料
金
割
引
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
（
同
時
に
差
し
出
さ
れ
た
そ
の
郵
便
物
に

対
す
る
第
２
の
１
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
）
又
は
第
２
の
２
の
２
（
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
）
の
表
に
規
定
す
る
料
金

の
額
を
合
計
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
こ
の
(1
)に

お
い
て
同
じ
と
し
ま
す
。）

に
、
第
２
の
３
の
(1
)（

同
時
に
差
し
出
さ
れ

た
も
の
の
料
金
割
引
）
の
表
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
合
計
額
か
ら
割
り
引
き
ま
す
。
 

ア
 
同
時
に
１
０
個
以
上
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
当
社
が
別
に
定
め
る
料
金
支
払
方
法
及
び
差
出
方
法
に
関
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(2
) 

１
か
月
内
に
差
し
出
さ
れ
た
も
の
の
料
金
割
引
 

ア
 
基
本
割
引
 

次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
総
計
額
（
１
か
月
内
に
差
し
出
さ
れ
た
そ
の
郵

便
物
に
対
す
る
第
２
の
１
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
）
又
は
第
２
の
２
の
２
（
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
）
の
表
に
規
定

す
る
料
金
の
額
を
合
計
し
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
こ
の
(2
)に

お
い
て
同
じ
と
し
ま
す
。）

に
第
２
の
３
の
(2
)の

ア
（
基

本
割
引
率
）
の
表
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
総
計
額
か
ら
割
り
引
き
ま
す
。
 

(ｱ
) 

一
の
事
業
所
に
１
か
月
内
に
５
０
個
以
上
差
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

（
参
考
）
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(ｲ
) 

当
社
が
別
に
定
め
る
料
金
支
払
方
法
及
び
差
出
方
法
に
関
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
（
略
）
 

  
（
略
）
 

 第
２
 料

金
額
 

１
 Ｅ

Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
は
、
次
表
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
差
出
人
が
２
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
損
害
要
償
額
を
申
し
出

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
料
金
は
、
次
表
の
料
金
額
に
当
該
損
害
要
償
額
が
２
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
２
０
，
０
０
０
円
又
は
そ

の
端
数
ご
と
に
５
０
円
の
割
合
で
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額
と
し
ま
す
。
 

(表
略
) 

２
 
(略

) 

                           

(ｲ
) 

当
社
が
別
に
定
め
る
料
金
支
払
方
法
及
び
差
出
方
法
に
関
す
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

イ
 
（
略
）
 

  
（
略
）
 

 第
２
 
料
金
額
 

１
 
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
（
２
の
２
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

は
、
次
表
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
差
出
人
が
２
０
，

０
０
０
円
を
超
え
る
損
害
要
償
額
を
申
し
出
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
料
金
は
、
次
表
の
料
金
額
に
当
該
損
害
要
償
額
が
２
０
，
０

０
０
円
を
超
え
る
２
０
，
０
０
０
円
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
５
０
円
の
割
合
で
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額
と
し
ま
す
。
 

(表
略
) 

２
 
（
略
）
 

２
の
２
 
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
 

保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
の
料
金
は
、
次
表
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
差
出
人
が
２
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
損
害
要
償
額

を
申
し
出
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
料
金
は
、
次
表
の
料
金
額
に
当
該
損
害
要
償
額
が
２
０
，
０
０
０
円
を
超
え
る
２
０
，
０

０
０
円
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
５
０
円
の
割
合
で
算
出
し
た
額
を
加
え
た
額
と
し
ま
す
。
 

 

(1
) 
冷
蔵
大
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

 

重
量
 

名
宛
地
域
 

台
湾
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ

ト
ナ
ム
及
び
マ
レ

ー
シ
ア
 

フ
ラ
ン
ス
 

2.
0k
g
ま
で
 

9,
70
0
円
 

10
,5
00

円
 

12
,1
00

円
 

23
,1
00

円
 

3.
0k
g
ま
で
 

10
,5
00

円
 

11
,3
00

円
 

12
,9
00

円
 

24
,4
00

円
 

4.
0k
g
ま
で
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

14
,5
00

円
 

25
,7
00

円
 

5.
0k
g
ま
で
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

15
,3
00

円
 

27
,0
00

円
 

6.
0k
g
ま
で
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

16
,1
00

円
 

28
,3
00

円
 

7.
0k
g
ま
で
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

16
,9
00

円
 

29
,6
00

円
 

8.
0k
g
ま
で
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

17
,7
00

円
 

30
,9
00

円
 

9.
0k
g
ま
で
 

16
,1
00

円
 

16
,9
00

円
 

18
,5
00

円
 

32
,2
00

円
 

10
.0
kg

ま
で
 

16
,9
00

円
 

17
,7
00

円
 

19
,3
00

円
 

33
,5
00

円
 

11
.0
kg

ま
で
 

17
,7
00

円
 

18
,5
00

円
 

20
,1
00

円
 

34
,8
00

円
 

12
.0
kg

ま
で
 

18
,5
00

円
 

19
,3
00

円
 

20
,9
00

円
 

36
,1
00

円
 

13
.0
kg

ま
で
 

19
,3
00

円
 

20
,1
00

円
 

21
,7
00

円
 

37
,4
00

円
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現
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
 
正
 

                                         

14
.0
kg

ま
で
 

20
,1
00

円
 

20
,9
00

円
 

22
,5
00

円
 

38
,7
00

円
 

15
.0
kg

ま
で
 

20
,9
00

円
 

21
,7
00

円
 

23
,3
00

円
 

40
,0
00

円
 

 

(2
) 
冷
蔵
中
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

 

重
量
 

名
宛
地
域
 

台
湾
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ

ト
ナ
ム
及
び
マ
レ

ー
シ
ア
 

フ
ラ
ン
ス
 

2.
0k
g
ま
で
 

8,
10
0
円
 
 

8,
90
0
円
 
 

10
,5
00

円
 

20
,5
00

円
 

3.
0k
g
ま
で
 

8,
90
0
円
 

9,
70
0
円
 

11
,3
00

円
 

21
,8
00

円
 

4.
0k
g
ま
で
 

9,
70
0
円
 

10
,5
00

円
 

12
,1
00

円
 

23
,1
00

円
 

5.
0k
g
ま
で
 

10
,5
00

円
 

11
,3
00

円
 

12
,9
00

円
 

24
,4
00

円
 

6.
0k
g
ま
で
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

14
,5
00

円
 

25
,7
00

円
 

7.
0k
g
ま
で
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

15
,3
00

円
 

27
,0
00

円
 

8.
0k
g
ま
で
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

16
,1
00

円
 

28
,3
00

円
 

9.
0k
g
ま
で
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

16
,9
00

円
 

29
,6
00

円
 

10
.0
kg

ま
で
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

17
,7
00

円
 

30
,9
00

円
 

11
.0
kg

ま
で
 

16
,1
00

円
 

16
,9
00

円
 

18
,5
00

円
 

32
,2
00

円
 

12
.0
kg

ま
で
 

16
,9
00

円
 

17
,7
00

円
 

19
,3
00

円
 

33
,5
00

円
 

13
.0
kg

ま
で
 

17
,7
00

円
 

18
,5
00

円
 

20
,1
00

円
 

34
,8
00

円
 

14
.0
kg

ま
で
 

18
,5
00

円
 

19
,3
00

円
 

20
,9
00

円
 

36
,1
00

円
 

15
.0
kg

ま
で
 

19
,3
00

円
 

20
,1
00

円
 

21
,7
00

円
 

37
,4
00

円
 

 

(3
) 
冷
蔵
小
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

 

重
量
 

名
宛
地
域
 

台
湾
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ

ト
ナ
ム
及
び
マ
レ

ー
シ
ア
 

フ
ラ
ン
ス
 

1.
0k
g
ま
で
 

4,
80
0
円
 

5,
30
0
円
 

6,
30
0
円
 

12
,7
00

円
 

2.
0k
g
ま
で
 

5,
80
0
円
 

6,
30
0
円
 

7,
30
0
円
 

14
,0
00

円
 

3.
0k
g
ま
で
 

6,
80
0
円
 

7,
30
0
円
 

8,
10
0
円
 

15
,3
00

円
 

4.
0k
g
ま
で
 

8,
10
0
円
 

8,
90
0
円
 

9,
70
0
円
 

16
,6
00

円
 

10



現
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
 
正
 

                                         

5.
0k
g
ま
で
 

8,
90
0
円
 

9,
70
0
円
 

10
,5
00

円
 

17
,9
00

円
 

6.
0k
g
ま
で
 

9,
70
0
円
 

10
,5
00

円
 

11
,3
00

円
 

19
,2
00

円
 

7.
0k
g
ま
で
 

10
,5
00

円
 

11
,3
00

円
 

12
,1
00

円
 

20
,5
00

円
 

8.
0k
g
ま
で
 

11
,3
00

円
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

21
,8
00

円
 

9.
0k
g
ま
で
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

23
,1
00

円
 

10
.0
kg

ま
で
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

24
,4
00

円
 

11
.0
kg

ま
で
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

25
,7
00

円
 

12
.0
kg

ま
で
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

27
,0
00

円
 

13
.0
kg

ま
で
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

16
,9
00

円
 

28
,3
00

円
 

14
.0
kg

ま
で
 

16
,1
00

円
 

16
,9
00

円
 

17
,7
00

円
 

29
,6
00

円
 

15
.0
kg

ま
で
 

16
,9
00

円
 

17
,7
00

円
 

18
,5
00

円
 

30
,9
00

円
 

 

(4
) 
冷
凍
大
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

 

重
量
 

名
宛
地
域
 

台
湾
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ

ト
ナ
ム
及
び
マ
レ

ー
シ
ア
 

フ
ラ
ン
ス
 

1.
0k
g
ま
で
 

11
,3
00

円
 

12
,1
00

円
 

15
,3
00

円
 

27
,0
00

円
 

2.
0k
g
ま
で
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

16
,1
00

円
 

28
,3
00

円
 

3.
0k
g
ま
で
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

16
,9
00

円
 

29
,6
00

円
 

4.
0k
g
ま
で
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

17
,7
00

円
 

30
,9
00

円
 

5.
0k
g
ま
で
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

18
,5
00

円
 

32
,2
00

円
 

6.
0k
g
ま
で
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

19
,3
00

円
 

33
,5
00

円
 

7.
0k
g
ま
で
 

16
,1
00

円
 

16
,9
00

円
 

20
,1
00

円
 

34
,8
00

円
 

8.
0k
g
ま
で
 

16
,9
00

円
 

17
,7
00

円
 

20
,9
00

円
 

36
,1
00

円
 

9.
0k
g
ま
で
 

17
,7
00

円
 

18
,5
00

円
 

21
,7
00

円
 

37
,4
00

円
 

10
.0
kg

ま
で
 

18
,5
00

円
 

19
,3
00

円
 

22
,5
00

円
 

38
,7
00

円
 

 

(5
) 
冷
凍
中
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

 

重
量
 

名
宛
地
域
 

11



現
 
 
 
 
行
 

改
 
 
 
 
正
 

                                     

３
 
(略

) 

  
（
略
）
 

 

台
湾
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ

ト
ナ
ム
及
び
マ
レ

ー
シ
ア
 

フ
ラ
ン
ス
 

1.
0k
g
ま
で
 

9,
70
0
円
 

10
,5
00

円
 

13
,7
00

円
 

24
,4
00

円
 

2.
0k
g
ま
で
 

10
,5
00

円
 

11
,3
00

円
 

14
,5
00

円
 

25
,7
00

円
 

3.
0k
g
ま
で
 

11
,3
00

円
 

12
,1
00

円
 

15
,3
00

円
 

27
,0
00

円
 

4.
0k
g
ま
で
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

16
,1
00

円
 

28
,3
00

円
 

5.
0k
g
ま
で
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

16
,9
00

円
 

29
,6
00

円
 

6.
0k
g
ま
で
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

17
,7
00

円
 

30
,9
00

円
 

7.
0k
g
ま
で
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

18
,5
00

円
 

32
,2
00

円
 

8.
0k
g
ま
で
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

19
,3
00

円
 

33
,5
00

円
 

9.
0k
g
ま
で
 

16
,1
00

円
 

16
,9
00

円
 

20
,1
00

円
 

34
,8
00

円
 

10
.0
kg

ま
で
 

16
,9
00

円
 

17
,7
00

円
 

20
,9
00

円
 

36
,1
00

円
 

 

(6
) 
冷
凍
小
型
保
冷
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
 

 

重
量
 

名
宛
地
域
 

台
湾
 

香
港
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ

ト
ナ
ム
及
び
マ
レ

ー
シ
ア
 

フ
ラ
ン
ス
 

1.
0k
g
ま
で
 

6,
30
0
円
 

6,
80
0
円
 

8,
10
0
円
 

15
,3
00

円
 

2.
0k
g
ま
で
 

7,
30
0
円
 

8,
10
0
円
 

8,
90
0
円
 

16
,6
00

円
 

3.
0k
g
ま
で
 

8,
10
0
円
 

8,
90
0
円
 

9,
70
0
円
 

17
,9
00

円
 

4.
0k
g
ま
で
 

8,
90
0
円
 

9,
70
0
円
 

10
,5
00

円
 

19
,2
00

円
 

5.
0k
g
ま
で
 

10
,5
00

円
 

11
,3
00

円
 

12
,1
00

円
 

20
,5
00

円
 

6.
0k
g
ま
で
 

11
,3
00

円
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

21
,8
00

円
 

7.
0k
g
ま
で
 

12
,1
00

円
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

23
,1
00

円
 

8.
0k
g
ま
で
 

12
,9
00

円
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

24
,4
00

円
 

9.
0k
g
ま
で
 

13
,7
00

円
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

25
,7
00

円
 

10
.0
kg

ま
で
 

14
,5
00

円
 

15
,3
00

円
 

16
,1
00

円
 

27
,0
00

円
 

 
 

３
 
（
略
）
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行
 

改
 
 
 
 
正
 

        

 
（
略
）
 

    
 
 
附
 
則
（
平
成
２
９
年
※
月
※
日
 
20
16
-日

国
際
第
※
※
※
号
）
 

 

（
実
施
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
改
正
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。
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 説明資料  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便約款変更の認可について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年２月２４日 

総 務 省 
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第１ 郵便約款の認可について 

 

１ 郵便約款とは 

  郵便約款とは、郵便の役務に関する具体的な提供条件（料金を除く。）を

定めたものであり、郵便法（昭和２２年法律第１６５号。以下「法」とい

う。）第６８条第１項により、日本郵便株式会社は、郵便約款を定めること

になっている。 

※ 約款とは、大量の契約を画一的･定型的に締結し、処理することを目的として企業が

あらかじめ定めておく契約条項のことをいう。 

 

２ 総務大臣の認可 

  郵便約款の内容は、利用者の利便・利益に直接関わることなどから、法

第６８条第１項により、総務大臣の認可を受けることとなっている。変更

する場合も同様。 

※ 料金については、法第６７条第１項により、原則総務大臣への届出制とし、第三種

郵便物・第四種郵便物の料金については、同条第２項により、認可制となっている。 

※ 書類の様式等利用者の権利・義務に重要な関係を有しない提供条件や試験的に提供

するものといった軽微な事項については、法第６８条第１項により、認可を要さない。 

 

３ 審議会への諮問 

法第７３条第１号に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、情報通信行

政・郵政行政審議会に諮問することとなっていることから、今回諮問を行っ

ているもの。 

 

 
  

実施 

 

日本郵便（株）から認可申請書提出 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問 

総務大臣認可 

 
 

 
  

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 
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第２ 日本郵便株式会社からの申請 

 

１ 申請の背景・理由 

日本郵便株式会社は、平成２５年４月１日から、ＥＭＳ（注）郵便物の保

冷扱い（以下「クールＥＭＳ」という。）を試験的に提供している（郵便法

施行規則（平成１５年総務省令第５号）第２９条第２号の規定により総務大

臣による契約約款の認可は不要）。 

クールＥＭＳは、専用の保冷容器及び保冷材により、郵便物を保冷（冷蔵

又は冷凍）したまま外国の受取人に配達するもの。一定時間、一定の温度で

運送するため、運送経路において冷蔵庫等の保冷設備が不要であり、通常の

ＥＭＳ郵便物と同じ取扱いでの配達が可能な点が大きな特徴となっている。 

クールＥＭＳの試験提供の実績は次の表のとおりであり、日本郵便株式会

社において、取扱郵便局での引受けから名宛国での受取人への配達までの過

程において適切な保冷品質が確保できること等が確認され、役務の提供の安

定性及び継続性の確保が可能と判断されたことから、平成２９年４月１日よ

り、クールＥＭＳの本格的なサービスとしての提供を実施することとするも

の。 

なお、クールＥＭＳの取扱郵便局及び取扱国・地域については、今後も拡

大予定。 

（注）Express Mail Service（国際スピード郵便）の略。最も迅速な国際郵便サービスで

あり、日本から書類・物品を 120以上の国・地域に送達可能。 

（参考）クールＥＭＳの試験提供の実績 

 Ｈ２５年度末 Ｈ２６年度末 Ｈ２７年度末 Ｈ２８年度末 

取扱 

郵便局数 

７局 

（６都道府県） 

２５局 

（１０都道府県） 

７８局 

（３５都道府県） 

１１８局 

（４５都道府県）

※ 

取扱国・

地域 

３ 

（シンガポール、

台湾、香港） 

５ 

（マレーシア、ベ

トナムを追加） 

６ 

（フランスを追

加） 

６ 

※平成２９年４月１日以降、１２１局４７都道府県で提供予定。 

 

２ 申請概要 

国際郵便約款に、ＥＭＳ郵便物のうち、郵便物を保冷したまま外国の受取人

に配達する扱いを行うものを「保冷ＥＭＳ郵便物」として新たに定め、その利

用条件等に関して規定するとともに、関係する規定の整備を実施するもの。 

 

３ 実施予定期日 

平成２９年４月１日 
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第３ 審査結果 

 

法の規定に適合したものと認められることから、認可することが適当であ

る。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

次に掲げる事項が適正かつ明確に定

められていること 

（法第６８条第２項第１号） 

  

 イ この法律又はこの法律に基

づく総務省令の規定により郵

便約款で定めることとされて

いる事項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物にも、通常のＥＭＳ郵便物

に関する規定と同じ規定が適用されるため、

従前と同じ。 

 ロ 郵便物の引受け、配達、転送

及び還付並びに送達日数に関

する事項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物の引受けについては、原

則、通常のＥＭＳ郵便物に関する規定と同じ

規定が適用されるとともに、一部の技術的な

利用条件については、日本郵便株式会社が明

示的に別に定めることとしており、適当と認

められる（なお、外国来のＥＭＳ郵便物の保

冷扱いは提供されていないため、配達及び転

送については規定不要）。保冷ＥＭＳ郵便物

の還付及び送達日数に関する事項について

は適正かつ明確に定められており、適当と認

められる。 

 ハ 郵便に関する料金の収受に

関する事項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物にも、通常のＥＭＳ郵便物

に関する規定と同じ規定が適用されるため、

従前と同じ。 

 ニ その他会社の責任に関する

事項 

適 保冷ＥＭＳ郵便物にも、通常のＥＭＳ郵便物

に関する規定と同じ規定が適用されるため、

従前と同じ。 

特定の者に対し不当な差別的取扱い

をするものでないこと 

（法第６８条第２項第２号） 

適 本サービスは、特定の者に対して不当な差別

的取扱いをするものではないので、適当と認

められる。 
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参考資料 
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国
際
郵
便
物
の
送
達

【
日
本
】

【
外
国
】

《
差
出
人
か
ら
受
取
人
ま
で
の
流
れ
》

外
国

宛
て
郵
便

物

外
国

来
郵
便
物

差
出

人
受
取
人

引
受
け
・
集
荷

一
般
局

（
引
受
）

（
取
集
）

外
国

の
交

換
局

日
本

の
交

換
局

配
達
局

交
付
局

ﾎ
ﾟｽ
ﾄ

受
取
人

差
出
人

配
達
・
交
付

一
般
局

（
配
達
）

（
交
付
）

日
本

の
交

換
局

外
国

交
換

局
引
受
局

取
集
局

※
我
が
国
の
交
換
局
は
、
航
空
便
を
扱
う
交
換
局
が
、
東
京
国
際
、
中
部
国
際
、
大
阪
国
際
、
新
福
岡
及
び
那
覇
中
央
の
５
局
、
航
空
便
及
び
船
便
を
扱
う

の
が
川
崎
東
の
１
局
。

※
日
本
郵
便
が
取
り
扱
う

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲

○
国
際
郵
便
物

は
、
交

換
局

（
※
）
を
経
由
し
て
、
外

国
の
指

定
さ
れ
た
事

業
体
と
交

換
さ
れ

て
い
る
。

○
日
本
郵
便
が

取
り
扱

う
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
範

囲
（
下
図
の
網
掛
部
分
）
は
、
外
国
宛

て
に
あ
っ
て
は

、
郵

便
物

を
引

き
受
け
て
か
ら
外

国
の

指
定

さ
れ

た
事
業
体

に
郵

便
物
を
引
き
渡
す
ま
で
、
ま
た
、
外

国
来

に
あ
っ
て
は

、
外

国
の

指
定
さ
れ
た
事

業
体

か
ら
郵

便
物

を
引
き
渡
さ
れ

て
か
ら
郵

便
物

を
配
達
す
る
ま
で
と
な
る
。

（
参
考
１
）
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ク
ー
ル

E
M

S
に
つ
い
て

○
国
際

ス
ピ
ー
ド
郵
便
物

（
E
M

S
郵
便
物

）
を
保
冷
し
た
ま
ま
外
国
の
受
取
人
に

配
達
す
る
サ
ー
ビ
ス
。
冷
蔵
型

(0
～

1
0
℃

)と
冷
凍
型

(-
15
℃

以
下

)の
２
つ
。

○
運
送
途
中
で
冷
蔵
庫
等
の
保
冷
設
備
や
保
冷
運
搬
車
が
不
要
。

○
取
扱
郵
便
局
は
、
全
国

4
7
都
道
府
県
の

1
2
1
局

（
平

成
2
9
年

４
月

１
日

予
定

）。
６
ヶ
国
・
地
域

(シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台
湾
、
香

港
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ラ
ン
ス

)宛
て
に

本
格
サ
ー
ビ
ス
提
供
。

外
国
の

受
取
人

E
M

S
郵

便
物

を
７
２
時
間
～

８
０
時
間
程

度
保

冷
し
た
ま
ま
、
外

国
の
受
取
人
ま
で
配
達

・
取
扱
郵
便
局
に
差

出
、
又

は
郵

便
局

員
が

集
荷

・
相
手
国
の
郵

便
事

業
体

に
引

渡
し

・
相
手
国
の
郵

便
事

業
体

が
受

取
人

に
配

達

日
本

郵
便

が
運

送
相
手
国
の
郵

便
事

業
体

が
運

送
・
配

達

<
<

概
要

>
>

差
出
人

<
<

イ
メ
ー
ジ
図

>
>

（
参

考
２
）

郵
便
局

交
換

局
相

手
国

の
交

換
局

郵
便
局

配
達

差
出
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【参照条文】 
 

○ 郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号） 

 

（郵便に関する条約） 

第十一条  郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。  

 

（郵便約款）  

第六十八条  会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを

除く。）について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない 。これを変更しようとするときも、

同様とする 。  

２  総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の

認可をしてはならない。  

一  次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 

イ  この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項 

ロ  郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 

ハ  郵便に関する料金の収受に関する事項 

ニ  その他会社の責任に関する事項 

二  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。  

 

（料金等の掲示）  

第六十九条 会社は、郵便に関する料金、郵便約款（前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提

供条件を含む。）その他総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなけれ

ばならない。 

 

（審議会等への諮問）  

第七十三条  総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等 （国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二

十号）第八条 に規定する機関をいう。）で政令で定めるもの に諮問しなければならない 。  

一  第六十七条第三項、第六十八条第一項 又は第七十条第一項 の規定による認可をしようとするとき 。  

二  第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃

しようとするとき。  

三  第七十一条の規定による命令をしようとするとき。  

 

○ 郵便法施行規則（平成十五年総務省令第五号） 

 

（郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件）  

第二十九条 法第六十八条第一項 の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。  

一 郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び

義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件  

二 地域及び期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件 

（参考３） 
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○ 万国郵便条約（平成二十五年条約第十五号） 

 

   第十六条 ＥＭＳ業務及び統合された物流管理業務 

１  加盟国又は指定された事業体は、相互間でこの条約の施行規則に定める次の業務に参加することを取

り決めることができる。 

1.1 書類及び物品用の郵便急送業務であり、かつ、物理的手段による郵便業務のうち最も迅速なものであ

るＥＭＳ業務 。この業務は、ＥＭＳ標準に関する多数国間の取決め又は二国間の合意に基づき提供する 

ことができる。 

1.2 利用者の物流管理に関する要求に十分応じ、かつ、物品及び書類の物理的な送達の前後の段階を含

む統合された物流管理業務 

 

 

○ 通常郵便に関する施行規則 

第二百五十八条 ＥＭＳ業務  

１   ＥＭＳ業務は、物理的手段による郵便業務のうち最も迅速なものとする 。ＥＭＳ業務を提供することを決

定した指定された事業体の間の交換においては、ＥＭＳ業務による郵便物は他の郵便物に優先する。ＥＭ

Ｓ業務においては、極めて短い時間で通信文、書類又は物品を取り集め、送達し、及び配達する。  

２   ＥＭＳ業務は、多数国間又は二国間の合意により実施される。これらの合意に明文の定めのない事項

については、連合の文書の適当な規定に従う。  

３  ＥＭＳ業務は、できる限り、オレンジ色の翼、ＥＭＳという青色の文字及び三本の水平なオレンジ色の筋か

ら成る次の意匠により識別する。この意匠には、ＥＭＳ業務の国内における名称を付することができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

４  ＥＭＳ業務の料金は、差出側の指定された事業体が当該業務に係る費用及び市場の要求を参酌して定

める。 

 

第二百五十九条 ＥＭＳ業務の運営 

 １  加盟国及び/又は指定された事業体は、ＥＭＳのネットワークを維持するためであって、やむを得ない場

合には、当該国の国内法令に従うことを条件として、他国において運営している民間企業の協力を得て、Ｅ

ＭＳ業務を実施することができる。 
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